
令和６年度 尾道市立向東小学校 不祥事防止委員会 

令和６年４月２日 

教頭 

１ 構成メンバー 

 

２ 活動内容 

 

 

 

 

 

 

３ 開催予定日 定例会 ・・・第２水曜日（職員連絡会終了後） 

全体研修日・・第４水曜日（職員連絡会後） 

４ 不祥事防止委員会及び全体研修計画 

月 委員会 全 体 研 修 (内 容) 担  当 

４月 
不祥事防止委員会 

・研修計画の作成 
全体研修（懲戒処分） 教頭 

５月 不祥事防止委員会 全体研修（体罰） 
１年生 

（教務主任） 

６月 不祥事防止委員会 全体研修（個人情報・データ管理） 
２年生 

（保健主事） 

７月 不祥事防止委員会 全体研修（セクシュアル・ハラスメント） 
３年生 

（生徒指導主事） 

８月 不祥事防止委員会 全体研修（パワーハラスメント） 
４年生 

（研究主任） 

９月 不祥事防止委員会 全体研修（メール・携帯電話） 
５年生 

（副教務主任） 

１０月 不祥事防止委員会 全体研修（体罰等） 
６年生 

（副保健主事） 

１１月 不祥事防止委員会 全体研修（個人情報・データ管理について） 
C１～C３ 

（副生徒指導主事） 

１２月 不祥事防止委員会 全体研修（児童への不適切な言動について） 
C４～C６ 

（副研究主任） 

１月 不祥事防止委員会 全体研修（個人情報・データ管理について） 
通級１～３ 

（特支 CO） 

２月 不祥事防止委員会 全体研修（会計） 
専科・養護・栄

養・事務 

３月 不祥事防止委員会 研修のまとめ 教頭 

 

 ○校長      ○教頭    ○教務主任 

 ○生徒指導主事  ○保健主事  ○養護教諭  ○必要に応じて関係教職員 

・ 不祥事防止に係る取組についての協議 

・ 研修プログラムの企画・実施 

・ 教職員相互による不祥事防止チェック 

・ 不祥事防止運動などの実施 

・ 校内実態交流 

・ 不祥事を許さず，教育に全力を注ぐ学校風土・文化の確立 

※研修は，可能な限り参加型，体験型（ロールプレイ，ディベート等）の形式で実施する。 


